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議案第８８号 

 

   請負契約の変更について 

 

 令和２年６月３０日議決第１５１号により議決を経た令和２年度土木施設災害復

旧事業・農業用施設災害復旧事業河内地区災害復旧工事（２－１）の請負契約を次

のとおり変更することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例（昭和４９年東広島市条例第１２５号）第２条の規定により、議会

の議決を求める。 

 

  令和５年２月２８日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 「３ 契約金額 ２億８,２９８万８,２００円」を「３ 契約金額 ３億１８４

万６,６００円」に改める。 
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 （提案理由） 

 令和２年度土木施設災害復旧事業・農業用施設災害復旧事業河内地区災害復旧工

事（２－１）の請負契約について、工事の内容の一部を変更する必要が生じたた

め、請負契約金額を変更することについて、議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定によ

り議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格１億５,０００万円以上

の工事又は製造の請負とする。
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議案第８９号 

 

   請負契約の変更について 

 

 令和２年９月２４日議決第１５４号により議決を経た令和２年度土木施設災害復

旧事業・林業用施設災害復旧事業・農業用施設災害復旧事業河内地区災害復旧工事

（２－２）の請負契約を次のとおり変更することについて、議会の議決に付すべき

契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和４９年東広島市条例第１２５号）

第２条の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和５年２月２８日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 「３ 契約金額 ３億３,３０４万７,０００円」を「３ 契約金額 ３億７,８

０９万８,６００円」に改める。 
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 （提案理由） 

 令和２年度土木施設災害復旧事業・林業用施設災害復旧事業・農業用施設災害復

旧事業河内地区災害復旧工事（２－２）の請負契約について、工事の内容の一部を

変更する必要が生じたため、請負契約金額を変更することについて、議会の議決を

求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定によ

り議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格１億５,０００万円以上

の工事又は製造の請負とする。 




